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【青森県海区漁業調整委員会意見の聴取に関する手続規程の新旧対照表】 

改 正 後 (案) 現 行 

青森県海区漁業調整委員会意見の聴取に関する手続規程 

 

(趣旨) 

第１条 海区漁業調整委員会（以下「委員会という。」）が行う漁業法(昭和２４

年法律第２６７号。以下「法」という。)第８６条第１項（免許後に条件を付

ける場合に限る。）、第８９条第１項、第９２条第１項及び第２項並びに第９

３条第１項の規定（これらの規定を第８８条第４項（同条第５項において準

用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）並びに第１１６条第２

項及び第３項、第１７７条第１４項において準用する同条第６項の規定によ

る処分に係る意見の聴取の手続については、法及び漁業法施行令(昭和２５年

政令第３０号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規程に定める

ところによる。 

 

(意見の聴取の決定) 

第２条 委員会において、意見の聴取を行おうとするときは、あらかじめその

決議をしなければならない。 

 

 

(会議上の拘束) 

第３条 (略) 

青森県海区漁業調整委員会意見の聴取に関する手続規程 

 

(趣旨) 

第１条 海区漁業調整委員会（以下「委員会という。」）が行う漁業法(昭和２４

年法律第２６７号。以下「法」という。)第１０条、第３４条第４項、第３７

条第１項、第３８条第１項第 1 並びに第３９条第１項、第２項及び第１３項

(第３６条第３項において準用する場合を含む。)並びに第３８条第３項の規定

による処分に係る意見の聴取の手続については、法及び漁業法施行令(昭和２

５年政令第３０号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規程に定

めるところによる。 

 

 

 

(開催の決定) 

第２条 委員会において、意見の聴取（法第１０条の規定による処分に係る意見

の聴取を除く。以下次条から第１３条において同じ。）を行おうとするときは、

あらかじめその決議をしなければならない。 

 

(会議上の拘束) 

第３条 (略) 
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(期日、案件等の公示) 

第４条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき

期日の２週間前までに、次の各号に掲げる事項を公示する。 

 

 

一 予定される処分の内容及び根拠となる法の条項 

二 処分の原因となる事実 

三 意見の聴取の期日及び場所 

 

２ (略) 

  

(代理人) 

第５条 当事者は、代理人を選任するときは、書面でその旨を委員会に届け出

なければならない。選任した代理人を解任するときも同様とする。 

 

(参加人) 

第６条 委員会は必要があるときは、当事者以外の者であって当該処分につき

利害関係を有するものと認められる者に対し、意見の聴取に関する手続に参

加することを求め、又は意見の聴取に関する手続に参加することを許可する

ことができる。 

２ 前項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する者(以下、「参加人」と

いう。)は、代理人を選任することができる。 

３ 前条の規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条中

「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。 

 

(期日、案件の公示) 

第４条 委員会は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行うべき

期日の２週間前までに、令第１条の２において準用する行政手続法（平成５

年法律第８８号）第１５条第１項第１号から第３号までに掲げる事項を公示

する。 

(新設) 

 

 

 

２ (略) 

  

(新設) 

 

 

 

(新設) 
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(意見の聴取の期日の変更) 

第７条 (略) 

２ (略) 

３ 委員会は、前項の規定により意見の聴取の期日を変更したときは、速やか

に、その旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。 

 

 

 

(意見の聴取の期日における審理の方式) 

第８条 委員会は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、予定される処分

の内容及び根拠となる法の条項並びにその原因となる事実を出頭した者に対

し説明しなければならない。 

２ 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日に出頭して、陳述し、及び証拠を提

出し、並びに委員会の許可を得て委員会に質問を発することができる。 

３ 前項の場合において、当事者又は参加人は、委員会の許可を得て、補佐人と

ともに出頭することができる。 

４ 委員会は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、当事者

若しくは参加人に対し質問を発し、陳述若しくは証拠の提出を促すことがで

きる。 

５ 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述

するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者

に対し、陳述を制限することができる。 

6 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、又はそ

の秩序を乱す者に対し退場を命じることその他意見の聴取の審理の秩序を維

持するために必要な措置を講ずることができる。 

(意見の聴取の期日の変更) 

第５条 (略) 

２ (略) 

３ 委員会は、前項の規定により、意見の聴取の期日を変更したときは、速やか

に、その旨を当事者及び参加人(意見の聴取の期日を変更した時までに令第１

条の２において準用する行政手続法第１７条第１項の求めを受諾し、又は同

項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。 

 

(意見の聴取の期日における審理の方式) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて

弁明するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、そ

の者に対し、弁明を制限することができる。  

２ 委員会は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理を妨害し、又は、

その秩序を乱す者に対し退場を命じることその他意見の聴取の審理の秩序を

維持するために必要な措置を講ずることができる。 
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(参加人の参加許可の手続) 

第９条 第６条の第１項の参加人の参加許可の申請は、意見の聴取の期日の１

０日前までに、申請者の氏名及び住所並びに当該意見の聴取に係る処分につ

き利害関係を有することを疎明する資料を提出してするものとする。 

 

 

(文書等の閲覧の手続) 

第１０条 法第８９条第６項(第８６条第４項（免許後に条件を付ける場合に限

る。）、第８８条第４項、第９２条第３項、第９３条第３項、第１１６条第４項

及び第１７７条第１４項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧の

請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の標目を記載

した書面を提出してするものとする。ただし、意見の聴取の期日における審

理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合については、口頭です

ることができるものとする。 

２ 委員会は、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害され

ることとなる参加人(以下この条、第１５条第３項及び第１６条第２項におい

て「当事者等」という。)に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場

合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この

場合において、委員会は意見の聴取を行うべき期日までに当事者等に充分な

陳述の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。 

３ 委員会は、当事者等から意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必

要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理で当該資料を

閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事

者等に通知しなければならない。ただし、法第８９条第６項後段(第８６条第

４項（免許後に条件を付ける場合に限る。）、第８８条第４項、第９２条第３

(参加人の参加許可の手続) 

第７条 令第１条の２において準用する行政手続法第１７条第１項の規定によ

る許可の申請は、意見の聴取の期日の１０日前までに、申請者の氏名及び住

所並びに当該意見の聴取に係る処分につき利害関係を有することを疎明する

資料を提出してするものとする。 

 

(文書等の閲覧の手続) 

第８条 法第３４条第７項(第３６条第３項、第３７条第４項、第３８条第５項

並びに第３９条第４項及び第１４項において準用する場合を含む。)の規定に

よる閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の

標目を記載した書面を提出してするものとする。ただし、意見の聴取の期日

における審理の進行に応じて当該閲覧の請求が必要となった場合について

は、口頭ですることができるものとする。 

２ 委員会は、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害され

ることとなる参加人(以下この条、第１１条第３項及び第１２条第２項におい

て「当事者等」という。)に対し閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場

合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この

場合において、委員会は意見の聴取を行うべき期日までに当事者等に充分な

弁明の準備をさせるため必要な期間を与えるよう配慮するものとする。 

３ 委員会は、当事者等から意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必

要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理で当該資料を

閲覧させることができないときは、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事

者等に通知しなければならない。ただし、法第３４条第７項後段(第３６条第

３項、第３７条第４項、第３８条第５項並びに第３９条第４項及び第１４項

において準用する場合を含む。)の規定によりその閲覧を拒んだ場合はこの限
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項、第９３条第３項、第１１６条第４項及び第１７７条第１４項において準

用する場合を含む。)  の規定によりその閲覧を拒んだ場合はこの限りでな

い。 

 

(補佐人の出頭許可の手続) 

第１１条 第８条第３項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の１０

日前までに、補佐人の氏名及び住所、補佐人と当事者又は参加人との関係並

びに補佐人が補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。 

２ 意見の聴取の審理における補佐人の陳述については、当該当事者又は参加

人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述し

たものとみなす。 

 

 

(陳述書の提出) 

第１２条 当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、委員会

に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠を提出することができる。 

２ 委員会は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項

の陳述書及び証拠を示すことができる。 

 

(陳述書の記載事項) 

第１３条 前条第１項の陳述書には、提出する者の氏名及び住所、意見の聴取

の件名並びに陳述書に係る事案についての意見を記載するものとする。 

 

 

(意見の聴取の調書及び報告書) 

りでない。 

 

 

 

(補佐人の出頭許可の手続) 

第９条 令第１条の２において準用する行政手続法第２０条第３項の規定によ

る許可の申請は、意見の聴取の期日の１０日前までに、補佐人の氏名及び住

所、補佐人と当事者又は参加人との関係並びに補佐人が補佐する事項を記載

した書面を提出してするものとする。 

２ 意見の聴取の審理における補佐人の弁明については、当該当事者又は参加

人がこれを直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら弁明し

たものとみなす。 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

(弁明書の記載事項) 

第１０条 令第１条の２において準用する行政手続法第２１条第１項に規定す

る弁明書には、提出する者の氏名及び住所、意見の聴取の件名並びに弁明書

に係る事案についての意見を記載するものとする。 

 

(新設) 
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第１４条 委員会は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該

調書において、処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要

旨を明らかにしておかなければならない。 

２ 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日

ごとに、当該審理が行われなかった場合には意見の聴取の終結後速やかに作

成しなければならない。 

３ 委員会は意見の聴取の終結後速やかに、当該事案に係る委員会の意見を記

載した報告書を作成し、第 1 項の調書とともに知事に提出しなければならな

い。 

４ 当事者又は参加人は、第 1 項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めること

ができる。 

 

(意見の聴取の調書及び報告書の記載事項) 

第１５条 前条第１項の調書には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における

審理が行われなかった場合においては、第 3 号に掲げる事項を除く。)を記載

するものとする。 

一～四 (略) 

五 当事者等の陳述の要旨（提出された陳述書における陳述を含む。） 

六～七 （略） 

２ (略) 

３ 前条第３項の報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一～三 (略) 

 

 

(意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(意見の聴取の調書及び報告書の記載事項) 

第１１条 令第１条の２において準用する行政手続法第２４条第１項に規定す

る調書には、次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかっ

た場合においては、第３号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。 

一～四 (略) 

五 当事者等の弁明の要旨（提出された弁明書における弁明を含む。） 

六～七 （略） 

２ （略） 

３ 令第１条の２において準用する行政手続法第２４条第３項に規定する報告

書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一～三 (略) 

 

(意見の聴取の調書及び報告書の閲覧の手続) 
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第１６条 第１４条第４項の閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧

をしようとする意見の聴取の調書又は報告書の件名を記載した書面を提出し

てするものとする。 

2 (略) 

 

(続行期日の指定) 

第１７条 委員会は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取

を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることがで

きる。 

２ 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見

の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見

の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期

日においてこれを告知すれば足りる。 

 

(意見の聴取の再開) 

第１８条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要がある

と認めるときは意見の聴取を再開することができる。前条第２項本文の規定

は、この場合について準用する。 

 

 

(削る) 

 

 

 

 

第１２条 令第１条の２において準用する行政手続法第２４条第４項の規定に

よる閲覧の請求は、請求者の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする意見の

聴取の調書又は報告書の件名を記載した書面を提出してするものとする。 

２ (略) 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(意見の聴取の再開) 

第１３条 委員会は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要がある

と認めるときは、意見の聴取を再開することができる。令第１条の２におい

て準用する行政手続法第２２条第２項本文及び第３項の規定は、この場合に

ついて準用する。 

 

(令の準用) 

第１４条 令第１条の２において準用する行政手続法第１５条(第２項第２号

を除く。)第１６条、第２１条、第２３条及び第２４条第１項から第３項まで

の規定は、法第１０条の規定による処分に係る意見の聴取に準用する。この

場合において、同法第２１条第１項中「当事者又は参加人」とあるのは「当事
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(削る) 

 

者」と、同法第２３条第１項中「陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場

合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、」と

あるのは「弁明書若しくは証拠を提出しない場合、」と、同法第２４条中「当

事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。 

 

(準用) 

第１５条 第２条から第６条まで並びに第９条から第１１条まで及び第１３条

の規定は、法第１０条の規定による処分に係る意見の聴取に準用する。 

 


